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効果的な対策の実施のためには、事業場の各部門がそれぞれの役割を十分に理解した上で、各部

門が連携して対応することが大切です。

時間外労働時間に関する今後の見通しが不明確な場合、労働者の精神的な疲れがより強くなり、

睡眠時間がより少なくなることが知られています。労働者の健康を守るためには、職場の管理・監

督者は、時間外労働時間の削減に努めるとともに、先々の見通しを日頃から職場で共有することが

重要です。時間外労働は管理・監督者が事前に命令するものです。管理・監督者が事後に承認する

ものではないという理解を徹底する必要があります。

時間外労働削減のためには、まず管理・監督者が過重労働に対する意識を改革し、時間外労働が

過重にならないように配慮することが大切です。部下の労働時間を正確に把握し時間外労働の削減

を目指すことや、過重労働をしている部下への就業配慮を行うことは、管理・監督者の役割として

重要なことです。

衛生管理者には、人事労務部門や職場の管理・監督者及び産業医などとの連携を担う重要な役割

があります。

常勤の産業医がいない事業場では、衛生管理者の役割は特に重要となります。

労働者数が10人以上50人未満の事業場では、衛生推進者（又は安全衛生推進者）が衛生管理者の

役割を担います。

衛生管理者は、過重労働対策推進計画のPDCA（計画・実施・評価・改善）サイクルを運用する

中心的存在となります。

4.  各部門の役割と連携

2 衛生管理者・衛生推進者（又は安全衛生推進者）の役割

1 職場の管理・監督者の理解と役割



11

過重労働対策としては、労働時間を適切に管理した上で、過重労働対策におけるセルフケア（労

働者自身が気づいて対処すること）の重要性を労働者へ伝える役割、長時間労働を行った労働者の

面接指導や事業者への助言指導など、労働者の健康管理を行うことが基本となります。

過重労働対策では、産業医が実質的に労務管理に関わる特徴があります。そのため、人事労務部

門や職場の管理・監督者との連携をとることが有用です。産業医等の医師による面接指導に関する

手順や担当者を定めたフローチャート、面接記録用紙、過重労働対策の具体的な対応基準などを文

書で定め、手順などをマニュアル化することが効果的です。

長時間労働者に対して産業医等による面接指導を実施することにより、過重労働を行わせてもよ

いというわけではありません。まずは、人事労務部門と職場の管理・監督者による時間外労働の把

握と削減対策を徹底する必要があります。

各労働者について、業務内容、労働時間、時間外労働、休日出勤、深夜勤務、作業環境、健康診

断結果等、個人情報の保護に十分な配慮をした上で、産業保健部門と人事労務部門とが、過重労働

対策に係る情報を共有し、それぞれの担当業務の連携を図り、有効な過重労働対策を講じることが

重要です。

人事労務部門と産業保健部門が日常的に連携して業務を行っている事業場では、過重労働状態に

ある労働者が減少している事例があります。

例 労働時間の算定と長時間労働者への対応

3 産業医・保健師などの産業保健スタッフの役割

人事労務部門 

長時間労働者の抽出 

個人属性と過去6ヶ月の 
労働時間数一覧表 

全労働者の 
勤務時間データ 

産業保健部門 

産業医による 
長時間労働者への 
面接指導の実施 

月例安全衛生委員会 
長時間労働者数と
面接指導実績など
の報告・審議 

人事労務部門・産業医・ 
衛生管理者による 
月例会議 

「前月45時間超者」又は「過
去2～6ヶ月の月平均80時間
超者」（事業場の時間外・休
日労働基準時間超過者） 

長時間労働の原因分析、
長時間労働者のうち産
業医の面接指導を要す
る者の選択 

4 人事労務部門の役割と産業保健部門との連携


